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（提案理由説明） 

町田市立学校の管理運営に関する規則の改正に伴い、関係する規定を整理す

るため、改正するものです。 

 

 

 



別紙のとおり、町田市立学校の学校徴収金事務取扱規程を一部改正したい。 

なお、改正の概要は、次のとおりです。 

１ 改正理由 

町田市立学校の管理運営に関する規則の改正に伴い、関係する規定を整理するた

め、改正するものです。 

２ 改正内容 

町田市立中学校の学校給食費に関する規定を削ります。（第１条関係） 

３ 施行期日 

２０２６年４月１日から施行します。 



町田市立学校の学校徴収金事務取扱規程の一部を改正する規程 

町田市立学校の学校徴収金事務取扱規程（平成２２年３月町田市教育委員会規程第

５号）の一部を次のように改正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この規程は、町田市立学校の管理運営

に関する規則（昭和４２年６月町田市教育委

員会規則第２号。以下「管理運営規則」とい

う。）第１３条の４第１項に規定する学校徴

収金の取扱いに係る校長、副校長その他の職

員の職務、責任及び事務手続を定めることに

より、町田市立学校（以下「学校」という。）

における学校徴収金の適正かつ効率的な運営

及び会計事故の未然防止を図ることを目的と

する。 

第１条 この規程は、町田市立学校の管理運営

に関する規則（昭和４２年６月町田市教育委

員会規則第２号。以下「管理運営規則」とい

う。）第１３条の４第１項に規定する学校徴

収金（同項第２号の学校給食費を除く。以下

同じ。）の取扱いに係る校長、副校長その他の

職員の職務、責任及び事務手続を定めること

により、町田市立学校（以下「学校」という。）

における学校徴収金の適正かつ効率的な運営

及び会計事故の未然防止を図ることを目的と

する。  

附 則 

この規程は、令和８年４月１日から施行する。 


